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(57)【要約】
【課題】バッテリー装置を提供する。
【解決手段】バッテリー装置はケーシングと、電極板ア
センブリと、少なくとも一つの導電プライマーと、少な
くとも一つの密封カバーと、少なくとも一つの金属ワッ
シャーと、少なくとも一つの絶縁ワッシャーと、少なく
とも一つの中空導電端子と、少なくとも一つのボルトと
を含む。電極板アセンブリはケーシングの中に設置され
、且つ少なくとも一つの集電タブを有する。導電プライ
マーは集電タブの中に穿通して設置され、且つ内ネジ部
を有する。密封カバーはケーシングに接続される。金属
ワッシャーは導電プライマーと密封カバーとの間に設置
される。絶縁ワッシャーは密封カバーの上に取付けられ
る。中空導電端子は絶縁ワッシャーと金属ワッシャーに
リベット接合される。ボルトは内ネジ部に締められ、且
つ中空導電端子に係合する。レーザー溶接処理はボルト
と中空導電端子との間に施され、ボルトと中空導電端子
との間に密封効果を提供させる。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシングと、
前記ケーシングの中に設置され、且つ少なくとも一つの集電タブを有する電極板アセンブ
リと、
　前記電極板アセンブリの前記集電タブの中に穿通して設置され、且つ内ネジ部を有する
少なくとも一つの導電プライマーと、
　前記ケーシングに接続される少なくとも一つの密封カバーと、
　前記導電プライマーと前記密封カバーとの間に設置される少なくとも一つの金属ワッシ
ャーと、
　前記密封カバーの上に取付けられる少なくとも一つの第一絶縁ワッシャーと、
　前記第一絶縁ワッシャーと前記金属ワッシャーにリベット接合される少なくとも一つの
中空導電端子と、
　前記中空導電端子、前記第一絶縁ワッシャー、前記密封カバー、及び前記金属ワッシャ
ーを経由することによって、前記導電プライマーの前記内ネジ部に締められ、且つ前記中
空導電端子に係合する少なくとも一つのボルトとを含み、レーザー溶接処理は前記ボルト
と前記中空導電端子との間に施され、前記ボルトと前記中空導電端子との間に密封効果を
提供させるバッテリー装置。
【請求項２】
　前記ボルトは外ネジ部を有し、及び前記外ネジ部は前記導電プライマーの前記内ネジ部
と噛合う請求項１に記載のバッテリー装置。
【請求項３】
　前記ボルトと前記中空導電端子との間に設置される少なくとも一つの第二絶縁ワッシャ
ーを更に含む請求項１または２に記載のバッテリー装置。
【請求項４】
　ケーシングと、
前記ケーシングの中に設置され、且つ少なくとも一つの集電タブを有する電極板アセンブ
リと、
　前記電極板アセンブリの前記集電タブの中に穿通して設置され、且つ内ネジ部を有する
少なくとも一つの導電プライマーと、
　前記ケーシングに接続される少なくとも一つの密封カバーと、
　前記導電プライマーと前記密封カバーとの間に設置される少なくとも一つの金属ワッシ
ャーと、
　前記密封カバーの上に取付けられる少なくとも一つの第一絶縁ワッシャーと、
　前記第一絶縁ワッシャーと前記金属ワッシャーにリベット接合される少なくとも一つの
中空導電端子と、
　前記中空導電端子の上に設置される少なくとも一つの第二絶縁ワッシャーと、
　前記第二絶縁ワッシャー、前記中空導電端子、前記第一絶縁ワッシャー、前記密封カバ
ー、及び前記金属ワッシャーを経由することによって、前記導電プライマーの前記内ネジ
部に締められ、且つ前記第二絶縁ワッシャーに係合する少なくとも一つのボルトとを含み
、密封剤は前記ボルトと前記中空導電端子との間に施され、前記ボルトと前記中空導電端
子との間に密封効果を提供させるバッテリー装置。
【請求項５】
　前記ボルトは外ネジ部を有し、及び前記外ネジ部は前記導電プライマーの前記内ネジ部
と噛合う請求項４に記載のバッテリー装置。
【請求項６】
　ケーシングと、
　前記ケーシングの中に設置され、且つ少なくとも一つの集電タブを有する電極板アセン
ブリと、
　前記電極板アセンブリの前記集電タブの中に穿通して設置される少なくとも一つの導電
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プライマーと、
　前記ケーシングに接続される少なくとも一つの密封カバーと、
　前記導電プライマーと前記密封カバーとの間に設置される少なくとも一つの金属ワッシ
ャーと、
　前記密封カバーの上に取付けられる少なくとも一つの第一絶縁ワッシャーと、
　前記第一絶縁ワッシャーと前記金属ワッシャーにリベット接合される少なくとも一つの
中空導電端子と、
　前記中空導電端子、前記第一絶縁ワッシャー、前記密封カバー、及び前記金属ワッシャ
ーを経由することによって、前記導電プライマーに接続され、且つ前記中空導電端子に係
合する少なくとも一つのリベットとを含み、レーザー溶接処理は前記リベットと前記中空
導電端子との間に施され、前記リベットと前記中空導電端子との間に密封効果を提供させ
るバッテリー装置。
【請求項７】
　前記リベットと前記中空導電端子との間に設置される少なくとも一つの第二絶縁ワッシ
ャーを更に含む請求項６に記載のバッテリー装置。
【請求項８】
　ケーシングと、
　前記ケーシングの中に設置され、且つ少なくとも一つの集電タブを有する電極板アセン
ブリと、
　前記電極板アセンブリの前記集電タブの中に穿通して設置される少なくとも一つの導電
プライマーと、
　前記ケーシングに接続される少なくとも一つの密封カバーと、
　前記導電プライマーと前記密封カバーとの間に設置される少なくとも一つの金属ワッシ
ャーと、
　前記密封カバーの上に取付けられる少なくとも一つの第一絶縁ワッシャーと、
　前記第一絶縁ワッシャーと前記金属ワッシャーにリベット接合される少なくとも一つの
中空導電端子と、
　前記中空導電端子の上に設置される少なくとも一つの第二絶縁ワッシャーと、
　前記第二絶縁ワッシャー、前記中空導電端子、前記第一絶縁ワッシャー、前記密封カバ
ー、及び前記金属ワッシャーを経由することによって、前記導電プライマーに接続され、
且つ前記第二絶縁ワッシャーに係合する少なくとも一つのリベットとを含み、密封剤は前
記リベットと前記中空導電端子との間に施され、前記リベットと前記中空導電端子との間
に密封効果を提供させるバッテリー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリー装置に関するものであり、特に、電解液の漏れを防止し、しかも
インピーダンスを低下できるバッテリー装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に言えば、再充電可能なバッテリー（例えば、リチウムバッテリー、ニッケル水
素バッテリー）において、正極板と負極板は、通常、巻き芯の上に巻き付き、しかも正極
板と負極板は、それぞれ、その上の複数の集電タブを出力端とする。ここで、隔離膜で正
極板と負極板を分離することによって、短絡の発生を避けると共に、再充電可能なバッテ
リーの内部に電解液を充填する（たとえば特許文献１）。
【０００３】
　図１Ａと図１Ｂを参照するように、従来の再充電可能なバッテリー１は、主に、ケーシ
ング１０と、電極板アセンブリ３０と、二つの導電プライマー４０と、二つの導電端子５
０と、二つの第一絶縁ワッシャー６１と、二つの密封カバー７０と、二つの第二絶縁ワッ
シャー６２、及び二つのナット８０から構成される。
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【０００４】
　電極板アセンブリ３０は、ケーシング１０の中に設置され、且つ電極板アセンブリ３０
は正極板（図示せず）と、負極板（図示せず）と、複数の隔離膜（図示せず）と、複数の
正極集電タブ３１と、複数の負極集電タブ３２、及び巻き芯３３から構成される。ここで
、隔離膜は正極板と負極板との間、及び上下のうちの片側に設置され、複数の正極集電タ
ブ３１は正極板に接続され、及び複数の負極集電タブ３２は負極板に接続される。また、
正極板、負極板、及び隔離膜は巻き芯３３の上に同時に巻き付き、しかもケーシング１０
の中は電解液を充填する（図示せず）。
【０００５】
　二つの導電プライマー４０は複数の正極集電タブ３１と複数の負極集電タブ３２の中に
それぞれ穿通して設置される。
【０００６】
　各導電端子５０は、各導電プライマー４０の上に取付けられ、且つ各導電端子５０は、
外ネジ部５１を有する。
【０００７】
　各第一絶縁ワッシャー６１は各導電端子５０の上に取付けられる。
【０００８】
　各密封カバー７０は、各第一絶縁ワッシャー６１と各導電端子５０の上に取付けられ、
且つ各密封カバー７０はケーシング１０に接続される。ここで、二つの密封カバー７０は
ケーシング１０の両端の周縁にそれぞれ取り囲むように接続される。
【０００９】
　各第二絶縁ワッシャー６２は、各密封カバー７０及び各導電端子５０の上に取付けられ
る。
【００１０】
　各ナット８０は各導電端子５０の外ネジ部５１に締められ、各導電端子５０と、各第一
絶縁ワッシャー６１と、各密封カバー７０、及び各第二絶縁ワッシャー６２とをしっかり
と締めさせ、ケーシング１０の電解液もれを防止するのに用いられる。
【００１１】
　また、再充電可能なバッテリー１の電力出力は二つの導電端子５０によって達成される
。
【００１２】
　上述より、再充電可能なバッテリー１は幾つかの欠点がある。まず、ケーシング１０、
または再充電可能なバッテリー１の密封効果は、ナット８０が導電端子５０を締めること
によって達成される。故に、ナット８０と導電端子５０との間の締めが緩んだ時、ケーシ
ング１０の電解液が漏れて、再充電可能なバッテリー１、または再充電可能なバッテリー
１を応用するその他の装置にダメージを引き起こす。同時に、導電プライマー４０と導電
端子５０との間の締めが振動によって緩み易いことは、導電端子５０と導電プライマー４
０との間の密着効果が好ましくないことを意味する。よって、再充電可能なバッテリー１
の内部の接触インピーダンスが高くなり、再充電可能なバッテリー１の電力出力が好まし
くないことを招く。もう一つは、ナット８０と導電端子５０との間の締めがきつすぎた時
、第一絶縁ワッシャー６１と第二絶縁ワッシャー６２によく変形、歪み現象が発生するこ
とで、ケーシング１０の電解液のもれを招く。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００２－８６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、バッテリー装置を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述の問題を解決するために、本発明は基本的に以下の特徴を採用する。
【００１６】
　本発明の実施例はバッテリー装置を提供する。ケーシングと、前記ケーシングの中に設
置され、且つ少なくとも一つの集電タブを有する電極板アセンブリと、前記電極板アセン
ブリの前記集電タブの中に穿通して設置され、且つ内ネジ部を有する少なくとも一つの導
電プライマーと、前記ケーシングに接続される少なくとも一つの密封カバーと、前記導電
プライマーと前記密封カバーとの間に設置される少なくとも一つの金属ワッシャーと、前
記密封カバーの上に取付けられる少なくとも一つの絶縁ワッシャーと、前記絶縁ワッシャ
ーと前記金属ワッシャーにリベット接合される少なくとも一つの中空導電端子と、前記中
空導電端子、前記絶縁ワッシャー、前記密封カバー、及び前記金属ワッシャーを経由する
ことによって、前記導電プライマーの前記内ネジ部に締められ、且つ前記中空導電端子に
係合する少なくとも一つのボルトとを含み、レーザー溶接処理または密封剤封入処理は前
記ボルトと前記中空導電端子の間に施され、前記ボルトと前記中空導電端子の間に密封効
果を提供させる。
【００１７】
　上述の実施例に基づいて、前記ボルトは外ネジ部を有し、及び前記外ネジ部は前記導電
プライマーの前記内ネジ部と噛合う。
【００１８】
　本発明のもう一つの実施例はバッテリー装置を提供する。ケーシングと、前記ケーシン
グの中に設置され、且つ少なくとも一つの集電タブを有する電極板アセンブリと、前記電
極板アセンブリの前記集電タブの中に穿通して設置される少なくとも一つの導電プライマ
ーと、前記ケーシングに接続される少なくとも一つの密封カバーと、前記導電プライマー
と前記密封カバーとの間に設置される少なくとも一つの金属ワッシャーと、前記密封カバ
ーの上に取付けられる少なくとも一つの第一絶縁ワッシャーと、前記第一絶縁ワッシャー
と前記金属ワッシャーにリベット接合される少なくとも一つの中空導電端子と、前記中空
導電端子、前記第一絶縁ワッシャー、前記密封カバー、及び前記金属ワッシャーを経由す
ることによって、前記導電プライマーに接続され、且つ前記中空導電端子に係合する少な
くとも一つのリベットとを含み、レーザー溶接処理または密封剤封入処理は前記リベット
と前記中空導電端子との間に施され、前記リベットと前記中空導電端子との間に密封効果
を提供させる。
【００１９】
　上述の実施例に基づいて、前記バッテリー装置は、前記リベットと前記中空導電端子と
の間に設置される少なくとも一つの第二絶縁ワッシャーを更に含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のバッテリー装置によれば、電解液もれを防止できるため、バッテリー装置の製
品の信頼度を確保することができる。さらに、バッテリー装置を応用するその他の装置に
ダメージの発生を防ぐことができる。また、バッテリー装置の内部の接触インピーダンス
は効果的に最小限に維持できることによって、バッテリー装置の電力出力を最適な状況に
維持させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】従来の再充電可能なバッテリーの断面図を表している。
【図１Ｂ】図１Ａに基づいた部分的な分解図を表している。
【図２Ａ】本発明第一実施例のバッテリー装置の断面図を表している。
【図２Ｂ】図２Ａに基づいた部分的な分解図を表している。
【図３Ａ】本発明第二実施例のバッテリー装置の断面図を表している。
【図３Ｂ】図３Ａに基づいた部分的な分解図を表している。
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明についての目的、特徴、長所が一層明確に理解されるよう、以下に好ましい実施
形態を例示し、図面を参照にしながら、詳細に説明する。
（第一実施例）
【００２３】
　図２Ａと図２Ｂを参照するように、本実施例のバッテリー装置１００は再充電可能なバ
ッテリー（例えば、リチウムバッテリー、ニッケル水素バッテリー）であり、且つ主に、
ケーシング１１０と、電極板アセンブリ１２０と、二つの導電プライマー１３０と、二つ
の密封カバー１４０と、二つの金属ワッシャー１５１と、二つの第一絶縁ワッシャー１５
２と、二つの中空導電端子１６０と、二つのボルト１７０、及び二つの第二絶縁ワッシャ
ー１８０を含む。
【００２４】
　電極板アセンブリ１２０はケーシング１１０の中に設置され、且つ電極板アセンブリ１
２０は正極板（図示せず）と、負極板（図示せず）と、複数の隔離膜（図示せず）と、複
数の正極集電タブ１２１と、複数の負極集電タブ１２２、及び巻き芯１２３から構成され
る。ここで、隔離膜は正極板と負極板との間及び上下のうちの片側に設置され、複数の正
極集電タブ１２１は正極板に接続され、及び複数の負極集電タブ１２２は負極板に接続さ
れる。また、正極板、負極板、及び隔離膜は巻き芯１２３の上に同時に巻き付き、そして
ケーシング１１０の中は電解液（図示せず）を充填する。
【００２５】
　二つの導電プライマー１３０は複数の正極集電タブ１２１と複数の負極集電タブ１２２
の中にそれぞれ穿通して設置される。ここで、図２Ｂに示すように、各導電プライマー１
３０はいずれも内ネジ部１３１を有する。
【００２６】
　図２Ａと図２Ｂに示すように、二つの密封カバー１４０はいずれもケーシング１１０に
接続される。さらに、具体的に言えば、二つの密封カバー１４０はケーシング１１０の両
端の周縁にそれぞれ取り囲むように接続される。
【００２７】
　各金属ワッシャー１５１は各導電プライマー１３０と各密封カバー１４０との間に設置
される。
【００２８】
　各第一絶縁ワッシャー１５２は各密封カバー１４０の上に取付けられる。
【００２９】
　各中空導電端子１６０は各第一絶縁ワッシャー１５２及び各金属ワッシャー１５１をリ
ベット接合することによって、各中空導電端子１６０、各第一絶縁ワッシャー１５２、各
密封カバー１４０、及び各金属ワッシャー１５１は一体に結合することができる。
【００３０】
　各ボルト１７０は各中空導電端子１６０、各第一絶縁ワッシャー１５２、各密封カバー
１４０、及び各金属ワッシャー１５１を経由することによって、各導電プライマー１３０
の内ネジ部１３１に締められ、且つ各ボルト１７０は各中空導電端子１６０に係合する。
ここで、図２Ｂに示すように、各ボルト１７０は外ネジ部１７１を有し、及び外ネジ部１
７１は各導電プライマー１３０の内ネジ部１３１と噛合う。ここで、各第二絶縁ワッシャ
ー１８０は各ボルト１７０と各中空導電端子１６０との間に設置される。特に、本実施例
は第二絶縁ワッシャー１８０を採用していることから、各ボルト１７０は各導電プライマ
ー１３０の内ネジ部１３１に締められ、且つ各中空導電端子１６０と係合した後、単に、
各ボルト１７０と各中空導電端子１６０との間に密封剤（例えば、アクリル接着剤、また
はエポキシ樹脂）を施すだけで、密封効果に達することができ、レーザー溶接処理を施す
必要がない。しかし、仮に、本実施例に第一絶縁ワッシャー１５２だけを採用し、第二絶
縁ワッシャー１８０を省略した場合、各ボルト１７０と各中空導電端子１６０との間に密
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封効果を提供させるために、各ボルト１７０と各中空導電端子１６０との間に、レーザー
溶接処理を施すことが好ましい。さらに、具体的に言えば、前記レーザー溶接処理は各ボ
ルト１７０と各中空導電端子１６０との間の接合部分に施すものであり、二者との間の接
合部分の継ぎ目を完全に密封させることによって、各ボルト１７０と各中空導電端子１６
０との間に密封効果を達成することができる。
【００３１】
　また、バッテリー装置１００の電力出力は二つの中空導電端子１６０によって達成され
る。
【００３２】
　上述により、本実施例のバッテリー装置１００において、各ボルト１７０と各中空導電
端子１６０との間の接合部分はレーザー溶接処理によって、密封を行う。故に、ケーシン
グ１１０の電解液は、ボルト１７０と中空導電端子１６０との間の接合部分からもれるこ
とない。よってバッテリー装置１００の製品の信頼度を確保することができる。さらに、
バッテリー装置１００を応用するその他の装置にダメージの発生を防ぐことができる。ま
た、導電プライマー１３０と、正極集電タブ１２１と、負極集電タブ１２２と、金属ワッ
シャー１５１と、中空導電端子１６０、及びボルト１７０は互いに緊密に結合している。
故に、バッテリー装置１００の内部の接触インピーダンスは効果的に最小限に維持できる
ことによって、バッテリー装置１００の電力出力を最適な状況に維持させることができる
。
(第二実施例）
【００３３】
　本実施例において、第一実施例と同一の部材は、いずれも同一の符号で標示する。
【００３４】
　図３Ａと図３Ｂを参照するように、本実施例のバッテリー装置１００’は再充電可能な
バッテリー（例えば、リチウムバッテリー、ニッケル水素バッテリー）であり、且つ主に
、ケーシング１１０と、電極板アセンブリ１２０と、二つの導電プライマー１３０’と、
二つの密封カバー１４０と、二つの金属ワッシャー１５１と、二つの第一絶縁ワッシャー
１５２’と、二つの中空導電端子１６０’と、二つのリベット１７５、及び二つの第二絶
縁ワッシャー１８０を含む。
【００３５】
　同様に、電極板アセンブリ１２０はケーシング１１０の中に設置され、且つ電極板アセ
ンブリ１２０は正極板（図示せず）と、負極板（図示せず）と、複数の隔離膜（図示せず
）と、複数の正極集電タブ１２１と、複数の負極集電タブ１２２、及び巻き芯１２３から
構成される。ここで、隔離膜は正極板と負極板との間及び上下のうちの片側に設置され、
複数の正極集電タブ１２１は正極板に接続され、及び複数の負極集電タブ１２２は負極板
に接続される。また、正極板、負極板、及び隔離膜は巻き芯１２３の上に同時に巻き付く
、及びケーシング１１０の中は電解液（図示せず）を充填する。
【００３６】
　二つの導電プライマー１３０’は複数の正極集電タブ１２１と複数の負極集電タブ１２
２の中にそれぞれ穿通して設置される。
【００３７】
　二つの密封カバー１４０はいずれもケーシング１１０に接続される。さらに、具体的に
言えば、二つの密封カバー１４０はケーシング１１０の両端の周縁にそれぞれ取り囲むよ
うに接続される。
【００３８】
　各金属ワッシャー１５１は各導電プライマー１３０’と各密封カバー１４０との間に設
置される。
【００３９】
　各第一絶縁ワッシャー１５２’は各密封カバー１４０の上に取付けられる。
【００４０】
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　各中空導電端子１６０’は各第一絶縁ワッシャー１５２’及び各金属ワッシャー１５１
をリベット接合することによって、各中空導電端子１６０’、各第一絶縁ワッシャー１５
２’、各密封カバー１４０、及び各金属ワッシャー１５１は一体に結合することができる
。
【００４１】
　各リベット１７５は各中空導電端子１６０’、各第一絶縁ワッシャー１５２’、各密封
カバー１４０、及び各金属ワッシャー１５１を経由することによって、各導電プライマー
１３０’に接続され、且つ各リベット１７５は各中空導電端子１６０’に係合する。ここ
で、各第二絶縁ワッシャー１８０は各リベット１７５と各中空導電端子１６０’との間に
設置される。特に、本実施例は第二絶縁ワッシャー１８０を採用していることから、各リ
ベット１７５は各導電プライマー１３０’に接続され、且つ各中空導電端子１６０’と係
合した後、単に、各リベット１７５と各中空導電端子１６０’との間に密封剤（例えば、
アクリル接着剤、またはエポキシ樹脂）を施すだけで、密封効果に達することができ、レ
ーザー溶接処理を施す必要がない。しかし、仮に、本実施例に第一絶縁ワッシャー１５２
’だけを採用し、第二絶縁ワッシャー１８０を省略した場合、各リベット１７５と各中空
導電端子１６０’との間に密封効果を提供させるために、各リベット１７５と各中空導電
端子１６０’との間に、レーザー溶接処理を施すことが好ましい。さらに、具体的に言え
ば、前記レーザー溶接処理は各リベット１７５と各中空導電端子１６０’との間の接合部
分に施すものであり、二者との間の接合部分の継ぎ目を完全に密封させることによって、
各リベット１７５と各中空導電端子１６０’との間に密封効果を達成することができる。
【００４２】
　同様に、バッテリー装置１００’の電力出力は二つの中空導電端子１６０’によって達
成される。
【００４３】
　上述により、本実施例のバッテリー装置１００’において、各リベット１７５と各中空
導電端子１６０’との間の接合部分はレーザー溶接処理によって、密封を行う。故に、ケ
ーシング１１０の電解液は、リベット１７５と各中空導電端子１６０’との間の接合部分
からもれることない。よって、バッテリー装置１００’の製品の信頼度を確保することが
できる。さらに、バッテリー装置１００’を応用するその他の装置にダメージの発生を防
ぐことができる。また、導電プライマー１３０’と、正極集電タブ１２１と、負極集電タ
ブ１２２と、金属ワッシャー１５１と、中空導電端子１６０’、及びリベット１７５は互
いに緊密に結合している。故に、バッテリー装置１００’の内部の接触インピーダンスは
効果的に最小限に維持できることによって、バッテリー装置１００’の電力出力を最適な
状況に維持させることができる。
【００４４】
　以上、本発明の好適な実施例を例示したが、これは本発明を限定するものではなく、本
発明の精神及び範囲を逸脱しない限りにおいては、当業者であれば行い得る少々の変更や
修飾を付加することが可能である。従って、本発明が請求する保護範囲は、特許請求の範
囲を基準とする。
【符号の説明】
【００４５】
１　再充電可能なバッテリー
１０、１１０　ケーシング
３０、１２０　電極板アセンブリ
３１、１２１　正極集電タブ
３２、１２２　負極集電タブ
３３、１２３　巻き芯
４０、１３０、１３０’　導電プライマー
５０　導電端子
５１、１７１　外ネジ部
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６１、１５２、１５２’　第一絶縁ワッシャー
１５１　金属ワッシャー
６２、１８０　第二絶縁ワッシャー
７０、１４０　密封カバー
８０　ナット
１００、１００’ バッテリー装置
１３１　内ネジ部
１６０、１６０’　中空導電端子
１７０　ボルト
１７５　リベット

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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